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(57)【要約】
　前部(２)、後部(３)及び２つの脚部開口部(５、６)を
備えた股部(４)を備えた使い捨ての衛生パンツであり、
前部の長手方向縁部(２１、２２)が、ウエスト開口部(
９)及び股部における２つの脚部開口部を形成するため
に、長手方向の溶着シーム(７、８)により、後部(３)の
長手方向縁部(３１、３２)に接続されている。脚部開口
は、衛生パンツの長手方向に見られるような溶着シーム
の内側端部により横方向にて外方に画定される。衛生パ
ンツは、好ましくは弾性のある外側カバー(１０)を有し
、吸収ユニット(１１)を有する。カバーは、２つの不織
布層間に加えられた弾性フィルムを有する弾性ラミネー
トで作られる。溶着シーム(７、８)は、好ましくはその
領域内でなく溶着部の領域に近接して配置された接着剤
を用いてカバーに取り付けられる熱可塑性繊維を含む少
なくとも１つの補強用材料(１５、１６)の帯によりそれ
ぞれ補強される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向及び横方向を備えた使い捨て衛生パンツであって、
　前記長手方向において、前部(２)、２つの脚部切欠きを備えた中間の股部(４)及び後部
(３)を有し、前記前部の外側の長手方向縁部(２１、２２)が長手方向の溶着シーム(７、
８)により前記後部(３)の外側の長手方向縁部(３１、３２)に接続されており、それによ
り、前記前部及び前記後部の外側の横方向縁部(２２、３３)により画定されるウエスト開
口(９)が形成されると共に、前記溶着シームの内側端部により前記横方向にて外方に画定
される２つの脚部開口(５、６)が形成され、前記衛生パンツは、外側の弾性カバー(１０)
と、前記股部(４)の少なくとも一部にわたり前記長手方向に延びる吸収ユニット(１１)と
を有し、前記衛生パンツは、前記溶着シーム(７、８)が、熱可塑性繊維を含む１つ又は複
数の補強用材料(１５、１６、１７、１８、１９、２０、３５)の部品により、それぞれ補
強され、前記補強用材料が、前記補強用材料が前記溶着シーム(７、８)内に延びるように
、接着剤(２５、２６、２７、２８、２９、３０、３７)により、前記溶着シーム(７、８)
に近接する前記衛生パンツの前記前部(２１、２２)及び／又は前記後部(３１、３２)の内
側面に取り付けられていること、前記溶着シームを横断する方向及び前記横方向における
前記溶着シームの引張り強度が、少なくとも前記補強用材料(１５、１６、１７、１８、
１９、２０、３５)で補強された部分で５N／２５.４mmを超えること、並びに、前記横方
向における前記カバーの破壊強度が、前記補強された溶着シームに関する引張り強度を超
えることを特徴とする衛生パンツ。
【請求項２】
　前記カバーが、不織布材料に加えられる弾性フィルムを含む弾性ラミネートを有する請
求項１に記載の衛生パンツ。
【請求項３】
　前記カバーが、２つの不織布層間に加えられる弾性フィルムを含む弾性ラミネートを有
する請求項１に記載の衛生パンツ。
【請求項４】
　前記補強用材料が、前記溶着シームの領域内に延びず、該領域に近接して加えられる接
着剤により取り付けられる請求項１ないし請求項３に記載の衛生パンツ。
【請求項５】
　前記補強用材料が不織布帯である請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生
パンツ。
【請求項６】
　前記補強用材料(１５、１６、１８、３５)が、少なくとも前記カバーの後部の長手方向
縁部に接着式に取り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項
に記載の衛生パンツ。
【請求項７】
　前記補強用材料(１５、１６、３５)が、前記長手方向縁部の全長手方向長さにわたり延
びることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項８】
　各溶着シーム(７、８)が、単一部品の補強用材料(１５、１６、１７、１８、１９、２
０、３５)により補強されることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に
記載の衛生パンツ。
【請求項９】
　前記補強用材料が、前記前部又は後部のいずれか一方の前記長手方向縁部の各々におい
て前記溶着シームに近接して前記カバーに接着式に取り付けられること、及び、補強用材
料が、前記前部又は後部の他方の各長手方向縁部に接着剤を伴い又は伴わず加えられ、そ
の結果として、前記溶着シームが、少なくとも補強された領域において、前記補強用不織
布帯の２層を有することを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛
生パンツ。
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【請求項１０】
　前記補強用材料が、前記衛生パンツにわたり横方向に延びる単一部品の補強用材料であ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項１１】
　前記衛生パンツの前記長手方向において、前記単一部品の補強用材料が、２つの縁部の
前記内側端部にわたってのみ延びることを特徴とする請求項１０に記載の衛生パンツ。
【請求項１２】
　前記衛生パンツの前記長手方向において、前記単一部品の補強用材料が、２つの縁部の
実質的に全てにわたり延びることを特徴とする請求項１０に記載の衛生パンツ。
【請求項１３】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１０
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１２のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１４】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１２
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１５】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１５
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１４のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１６】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、２０
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１５のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１７】
　前記溶着シームが作られた場合に、前記前部又は前記後部のいずれか一方が超音波ホー
ンに向かって配置されると共に、前記前部又は前記後部の他方がアンビルに向かって配置
され、また、補強用材料の部品が、前記超音波ホーンにより接触される部分の内側面に取
り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項１６のいずれか一項に記載の衛生パ
ンツ。
【請求項１８】
　補強用材料の部品が、前記超音波ホーンにより接触される部分の内側面のみに取り付け
られる請求項１７に記載の衛生パンツ。
【請求項１９】
　前記溶着シームが作られているときに、前記超音波ホーンが前記パンツの前記横方向に
関して固定され、前記アンビル及び前記パンツが前記パンツの前記横方向に動いている、
請求項１７又は請求項１８に記載の衛生パンツ。
【請求項２０】
　前記前部又は前記後部のいずれか一方と前記補強用材料との間の前記溶着シームにおけ
る接合の強度が、前記前部又は前記後部の他方との間よりも弱く、また、前記補強用材料
が、より弱い側にある前部又は後部のいずれかの前記内側面に接着式に取り付けられるこ
とを特徴とする請求項１ないし請求項１６のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項１７】
　第１の材料と第２の材料との間に溶着シームを形成する方法であって、前記補強用材料
の一部が、前記第１の材料と第２の材料間の前記溶着シームの位置内に延びるように、前
記第１及び第２の材料の少なくとも一方に、熱可塑性繊維を含む補強用材料を接着式に接
着するステップであって、前記補強用材料が、前記溶着シームの領域内に延びることなく
、前記溶着シームの位置に近接して配置される接着剤を用いて、前記第１又は第２の材料
に接着される、ステップと、前記第１の材料、前記補強用材料及び前記第２の材料を接続
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する超音波溶着シームを形成するステップとを有することを特徴とする方法。
【請求項１８】
　前記第１及び第２の材料が弾性ラミネートを含む請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　前記弾性ラミネートが不織布材料の２層間の弾性フィルムの層を有する請求項１８に記
載の方法。
【請求項２０】
　前記溶着シームが、固定された超音波ホーン及び横方向に動く又は回転するアンビルを
用いることにより、溶着部が形成される際に前記第１の材料がホーンに向かって配置され
ると共に前記第２の材料がアンビルに向かって配置されるように、前記横方向に動いてい
る材料間で長手方向に沿って形成され、補強用材料が、少なくとも前記第１の材料に接着
式に取り付けられることを特徴とする請求項１７ないし請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
　第１の弾性をもたされた材料と第２の弾性をもたされた材料との間に溶着シームを形成
する方法であって、熱可塑性繊維を含む補強用材料を、前記第１及び第２の弾性をもたさ
れた材料の少なくとも一方に接着式に接着するステップであって、前記補強用材料の一部
が、前記第１と第２の材料間の前記溶着シームの位置へ延びる、ステップと、前記第１の
材料、前記補強用材料及び前記第２の材料を接続する超音波溶着シームを形成するステッ
プとを有する方法。
【請求項２２】
　溶着部の位置に近接して前記第１及び第２の弾性をもたされた材料の少なくとも一方に
熱可塑性繊維を含む補強用材料を接着式に接着するステップが、前記溶着シームの領域内
でなく、該溶着シームの領域に近接して接着剤を加えるステップを有することを特徴とす
る請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記補強用材料が不織布材料であることを特徴とする請求項２２に記載の方法。
【請求項２４】
　前記溶着シームが、固定された超音波ホーン及び横方向に動く又は回転するアンビルを
用いることにより、前記溶着部が形成される際に前記第１の弾性をもたされた材料が前記
ホーンに向かって配置されると共に前記第２の弾性をもたされた材料が前記アンビルに向
かって配置されるように、前記横方向に動いている弾性をもたされた材料間で長手方向に
沿って形成され、補強用材料が、少なくとも前記第１の弾性をもたされた材料に接着式に
取り付けられることを特徴とする請求項２１ないし請求項２３のいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２５】
　前記第１又は第２の材料のいずれか一方と前記補強用材料との間の前記溶着シームにお
ける接合の強度が、前記第１又は第２の材料の他方との間よりも弱く、また、前記補強用
材料が、より弱い側にある前記第１又は第２の材料のいずれかの内側面に接着式に取り付
けられる請求項２１ないし請求項２３のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、オムツパンツ等の使い捨て衛生パンツに関する。
【背景技術】
【０００２】
　子供用のオムツパンツ及び大人用の生理用ナプキン等の衛生パンツのフィット感や心地
よさについては、非常に高い要望がある。衛生パンツは、ユーザ、親又は介護者により脱
がせたり着用させたりすることが簡単となる、好ましくは横方向(すなわちパンツが直立
に保持された場合の水平方向)に十分な弾性を有する。また、それらが柔らかく織物状で
あるべきであるという好みもある。特に大人のユーザ用の衛生パンツは、少なくとも実際
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の吸収ユニットの外側のエリアにおいて、好ましくは不連続でかさばらない。それらが使
い捨ての製品であるため、そのコスト、具体的には材料及び製造コストは、好ましくは最
小限に抑制される。コストの理由から、含まれる材料層は、好ましくはできる限り薄い。
同時に、品質及び強度の条件が満たされる必要がある。
【０００３】
　オムツパンツ等の衛生パンツは、好ましくは、使用中の摩耗及び破損に耐性を有する。
衛生パンツは、着用動作中に、相当な応力のもとに置かれる可能性があり、例えば、パン
ツは、それらがユーザの臀部にわたり引っ張られる場合に伸張させられる。特に、パンツ
の側部にて衣類の前部を後部に接続する長手方向の溶着シームは、相当な応力にさらされ
る。
【０００４】
　従来の衛生パンツにおいては、カバーが、弾性糸(elastic threads)が層間にある二重
の不織布層で作られている。このタイプのカバーにおける溶着された側部シームでは、４
層未満の接合された不織布の層はない。その接合は、十分に強い溶着シームを提供し得る
カバーの製作に関連して、開いて壊れない又は弱くならない。
【０００５】
　特許文献１は、２つの不織布層間に加えられた弾性フィルムで成る弾性ラミネートを開
示する。弾性ラミネートの製作の間に、これらの不織布層は、フィルムに接続され、その
後に、不織布層における接合が壊れるまでラミネートが引き延ばされたものである。その
結果として、ラミネートの弾性は、弾性フィルムの弾性とほとんど同じである。この解決
策の１つの不利点は、かかるラミネートで作られたカバーを用いて構成された衛生パンツ
における溶着シームが、従来のオムツパンツにおける溶着シームよりも相当に強度が低く
なり得ることである。
【０００６】
　衛生パンツの構成に用いられる弾性ラミネートの他の例が、特許文献２及び／特許文献
３に記述される。特許文献１に開示される製作方法とは対照的に、少なくとも１つの不織
布層の接合が完全に壊れず、層が、いくぶんかの残りの強度を保持する。特許文献２及び
／特許文献３は、弾性が、柔軟性及び穿刺(puncture)に対する耐性と組み合わせられたラ
ミネートを記述する。しかしながら、特許文献２及び／特許文献３に記述されるラミネー
トで構成された衛生パンツの溶着側部シームは、従来のパンツの溶着シームよりも更に弱
くなる可能性がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第03/047488号パンフレット
【特許文献２】国際出願PCT/2005/122984号明細書
【特許文献３】国際出願PCT/2005/122985号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　前述から分かるように、使い捨ての衛生パンツには、それらのいくつかが相反する多く
の要求が存在する。当該技術における改良がなお求められる。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　オムツパンツ等の使い捨て衛生パンツが本明細書に記載される。パンツは、パンツが直
立に保持された場合の垂直方向に対応する長手方向、及び、パンツが直立に保持された際
の左右への水平方向である横方向に関して記述され得る。パンツは、長手方向において、
前部と、脚部開口の切欠きを備えた中間股部と、後部とを有する。前部の外側の長手方向
縁部は、前部及び後部の外側の横縁部により画定され股部にて２つの脚部開口を形成する
ウエスト開口を形成するために、長手方向の溶着シームにより後部の外側の長手方向縁部
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に接続される。前記脚部開口は、溶着シームの内側端部により横方向において画定される
。衛生パンツは、少なくとも股部の部分にわたり、長手方向に延びる吸収ユニットを有す
る。衛生パンツは、また、好ましくは伸縮性のある材料で作られた外側カバーを有する。
例えば、弾性材料は、不織布材料の一層又は不織布材料の２層間に加えられた弾性フィル
ムの一層に加えられた弾性フィルムを有する。
【００１０】
　衛生パンツは、溶着補強用材料部品の一部が前記前部及び前記後部の前記長手方向縁部
間の前記溶着シームの各々内に延びるように、前記前部及び／又は前記後部の少なくとも
１つにおける各溶着シームに近接して接着式に取り付けられた、接合された不織布材料等
の熱可塑性繊維を含む溶着補強用材料部品を有することを特徴とする。溶着補強用材料部
品は、弾性の外側カバーの前部及び／又は後部の内側面に接着式に取り付けられることが
可能であり、最も好ましくは、接着剤が、それが溶着シームの領域内に広がることのない
ように、溶着シームに近接して配置される。本明細書にて用いられるように、溶着シーム
に近接するという表現は、例えば少なくとも約５cm内に、好ましくは少なくとも約３cm内
に、また、最も好ましくは少なくとも約１cm内の位置に、溶着シームに接近していること
を意味する。概して、溶着シームの内側に、また、溶着シーム内に延びることなしに、溶
着シームの位置にできる限り近接して、接着剤を位置決めすることが好ましいが、このこ
とは、補強用材料がまた溶着シームにあまり近接しない接着剤により取り付けられること
を排除するものでない。例えば前部又は後部のいずれかにわたり横方向に延びる補強用材
料部品の場合に、接着剤が、補強用材料の幅にわたり連続的に又は不連続の点に用いられ
てもよい。補強用材料の付加的な部品が、接着式に取り付けられつつ又は取り付けられる
ことなく各溶着部内に延びるように加えられてもよい。
【００１１】
　したがって、好適な実施形態では、衛生パンツが、溶着シームがそれぞれ熱可塑性繊維
を含む少なくとも１つの補強用帯(reinforcing strip)により補強されることで特徴付け
られてもよい。補強用帯は、２つの縁部の衛生パンツの長手方向に見られるように、少な
くとも前記内側端部に沿って衛生パンツの前部又は後部に取り付けられ、前記溶着シーム
を形成するために、カバーの前記長手方向縁部と共にそこに溶着されている。補強用帯は
、好ましくは、不織布スパンボンド式の(spunbond)又は溶融ブロー式の(meltblown)材料
、又は、その同様のものから成るものである。補強用帯は、溶着部の領域においてではな
く、溶着部の近くに接着式に取り付けられることに適応すべく、少なくとも横方向におい
て十分に広い。補強用帯は、前部及び／又は後部におけるパンツの横幅に広がってもよく
、かかる帯は、溶着部に近接した場所にある接着剤を用いて前部又は後部に接着式に取り
付けられることが可能である。また、帯は、溶着シームにあまり近接していない点で接着
式に取り付けられてもよい。
【００１２】
　衛生パンツは、また、好ましくは、溶着シームを横切る方向における溶着シームの引張
り強度が、５N／２５.４mmを超える、より好ましくは、最小引張り強度が、１０N／２５.
４mm又は１２N／２５.４mmを超え、横方向のカバーの破壊強度が好ましくは補強された溶
着シームに関する引張り強度を超える場所である前記不織布の帯で補強された部分におい
て、平均して、少なくとも１５N／２５.４mm又は２０N／２５.４mmであり得るという点で
特徴付けられる。
【００１３】
　一実施形態によれば、衛生パンツは、少なくともパンツのウエスト開口付近における及
び／又は脚部開口付近における端部に沿ったカバーの前部及び後部の両方の長手方向縁部
が、補強用帯を備えているという点で特徴付けられてもよい。一実施形態において、衛生
パンツは、補強用帯が、前部又は後部のいずれか一方の前記長手方向縁部の各々における
溶着シームに近接したカバーに接着式に取り付けられるという点で、また、補強用の帯が
、前部又は後部の他方の長手方向縁部の各々に接着剤を用いて又は接着剤なしで加えられ
、その結果として、少なくともそれらの補強領域における溶着シームが、前記補強用の不
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織布の帯の２層を有するという点で特徴付けられてもよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、パンツが、溶着シームが作られた場合に、前部又は後部のい
ずれか一方が超音波ホーン(ultrasonic horn)に向かって配置され、前部又は後部の他方
が、アンビル(anvil)に向かって配置され、この場合に、補強用材料帯が、前部又は後部
の内側面のみに、好ましくは、超音波ホーンにより接触される部分の内面に加えられる、
という点で特徴付けられてもよい。この構成が好適であるいくつかの実施形態においては
、溶着シームが作られているときに、超音波ホーンがパンツの横方向に関して固定され、
アンビルがパンツの横方向において動いている。代わりに、補強された溶着部が、前部と
補強用帯との間、又は、後部と補強用帯との間でより弱いところで、補強用帯は、好まし
くは、より弱い側にある前部又は後部のいずれかにおける溶着シームに近接して接着式に
取り付けられる。
【００１５】
　いくつかの実施形態において、パンツは、補強用の帯が衛生パンツにわたり横方向に延
びる単一の帯から成る、という点で特徴付けられてもよい。いくつかの実施形態では、パ
ンツが、衛生パンツの長手方向において、帯が、２つの横方向の縁部の前記内側端部にわ
たってのみ延びる、という点で特徴付けられてもよい。
【００１６】
　他の態様では、第１の材料と第２の材料、好ましくは弾性ラミネート等の弾性材料との
間に溶着シームを形成する改良された方法が記述される。その方法は、前記補強用材料の
一部が、前記第１と第２の材料間の溶着シームの位置へ延びるように、溶着部の位置に近
接した前記第１の材料及び第２の材料の少なくとも一方に対して熱可塑性繊維を含む補強
用材料を接着式に接合するステップを有する。好適な実施形態において、接着剤は、それ
が、溶着シームの領域内にあるのでなく、溶着シームの領域に近接するように配置される
。特に好適な実施形態では、溶着部が形成されている際に、前記第１の材料がホーンに向
かって配置されると共に、第２の材料がアンビルに向かって配置されるように、溶着シー
ムが、固定された超音波ホーンを用いることにより横方向に動いている材料と、第１及び
第２の材料に等しい速度で横方向に動いている又は回転しているアンビルとの間で、長手
方向に沿って形成されるところで、補強用材料が、少なくとも第１の材料に対して接着式
に接合される。代わりに、補強された溶着シームが、第１の材料と補強用材料との間で、
又は、第２の材料と補強用材料との間で、より弱いところで、補強用材料が、より弱い側
にある第１又は第２の材料のいずれかに対して、好ましくは、接着式に取り付けられる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本明細書に記述されるような衛生パンツの例示的な実施形態の概略的な斜視図で
ある。
【図２】図１中の線II-IIに沿った断面図である。
【図３】本明細書に記述されるような衛生パンツの他の例示的な実施形態の概略的な斜視
図である。
【図４】図３中の線IV-IVに沿った断面図である。
【図５】本明細書に記述されるような衛生パンツの他の例示的な実施形態の概略的な斜視
図である。
【図６】図５中の線VI-VIに沿った断面図である。
【図７】本明細書に記述されるような衛生パンツの他の例示的な実施形態の概略的な斜視
図である。
【図８】図７中の線VIII-VIIIに沿った断面図である。
【図９】本発明の一実施形態による衛生パンツの溶着強度(weld strength)を測定する方
法を概略的に示す図である。
【図１０】本発明の一実施形態による衛生パンツの溶着強度を測定する方法を概略的に示
す図である。



(8) JP 2009-538165 A 2009.11.5

10

20

30

40

50

【図１１】本発明の一実施形態による衛生パンツの溶着強度を測定する方法を概略的に示
す図である。
【図１２】本明細書に記述されるような接着剤なしに加えられた補強材を伴う溶着強度に
おける変化を示すためのひずみ／荷重線図である。
【図１３】本発明の一実施形態による弾性ラミネートの層間に、補強された溶着シームを
作る方法を示す図である。
【図１４】本発明の一実施形態による弾性ラミネートの層間に、補強された溶着シームを
作る方法を示す図である。
【図１５】本発明の一実施形態による弾性ラミネートの層間に、補強された溶着シームを
作る方法を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　弾性ラミネートは、衛生パンツ用の弾性カバーとして用いられた場合に、種々の望まし
い特性を有する。２つの不織布層間に弾性フィルムを含むラミネートは、求められる弾性
特性をカバーに付与することが可能であり、また、一方、これらの不織布層における繊維
は、柔軟な織物の感触をカバーに付与する。ラミネートの構造は、好ましくは、カバーの
弾性伸張が、不織布層により妨げられないように構成される。しかしながら、弾性ラミネ
ートカバーを有する衛生パンツの溶着シームの強度は、ラミネートの構造及び構成により
悪影響を及ぼされ得る。そこでは、繊維接合が部分的に又は完全に破壊される。いくつか
の弾性ラミネートカバー材料では、不織布層の繊維が、ラミネートの製造において、破壊
点まで多かれ少なかれ引き延ばされている。
【００１９】
　衛生パンツに用いられるような溶着シームの組立ての典型的な方法が、驚くほど不利に
溶着シームの強度に影響し得ることもまた発見されている。具体的には、長手方向に沿っ
た溶着部を形成するために、固定された超音波ホーン及び横方向に動くアンビルを用いる
高速製造ラインにおいて、溶着部が著しく弱くなり得ること、及び、溶着部が２より多い
層を含む場合に、ホーン側における層間の溶着部がより弱くなる傾向にあることが発見さ
れている。理論によって拘束されることを希望することなく、この現象は、固定されたホ
ーンに接触しつつ横方向に動く材料における繊維の破壊により説明され得ると信じられて
いる。
【００２０】
　本明細書に記述される方法によって、衛生パンツにおける溶着された側のシームの早す
ぎる破壊のリスクは、弾性ラミネート材料が改良された衛生パンツを構成するために安全
に且つ経済的に用いられ得るように、著しく軽減され得る。
【００２１】
　図１は、子供又は失禁し得る大人用のオムツパンツ１の形成における衛生パンツを示し
ている。オムツパンツ１は、前部２と、後部３と、脚部開口５、６が構成される股部４と
を有する。オムツパンツは、図１中でxで印付けられた横方向と、yで印付けられた長手方
向とを有する。横方向において見られるような前部の外側の長手方向縁部２１及び２２は
、前部及び後部の外側の横方向の縁部２３及び３３により画定されるウエスト開口９を形
成するために、溶着シーム７及び８により、横方向に見られるような後部３の外側の長手
方向縁部３１及び３２に接続されている。
【００２２】
　衛生パンツは、外側カバー１０を有する。カバー１０は、好ましくは弾性を有し、２つ
の不織布層間に加えられた弾性フィルムを含む弾性ラミネートを備え得る。例えば、特許
文献２及び／特許文献３には、その目的に適した３層弾性ラミネートが詳細に記述されて
いる。国際出願PCT/SE2006/000563号明細書及びPCT/SE2006/000564号明細書には、適切な
２層弾性ラミネートが記述されている。
【００２３】
　これらの特許出願の完全な内容について、オムツパンツ用の適切な材料の例に関し、ま
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た、記述されるオムツパンツの例示的な実施形態に関し、共に参照がなされる。したがっ
て、国際出願PCT/SE2006/000563号明細書及びPCT/SE2006/000564号明細書、並びに、公開
公報WO2005/122984号明細書及び／特許文献３は、それらにおける記載が本明細書におけ
る記載と矛盾しない限りで、余すところなく本明細書に組み込まれる。
【００２４】
　ラミネートは、少なくともオムツパンツの横方向において、すなわち、図１中のx方向
において、弾性を有する。x方向における弾性は、好ましくは、少なくとも３０％、より
好ましくは、少なくとも５０％、また、最も好ましくは、少なくとも７０％であり、前述
された特許出願にて記述される弾性テストにより測定される。
【００２５】
　ラミネートにおける外側の繊維層は、柔軟性及び織物の感触をもたらし得る。適切な材
料の例は、溶融ブロー式の不織布及びスパンボンド式の不織布である。前記繊維層の坪量
は、好ましくは、１０g／m２と３５g／m２との間であり、好ましくは、１２g／m２と３０
g／m２との間であり、また、特に好ましくは１５g／m２と２５g／m２との間である。ポリ
エチレン及びポリプロピレン等の適切な繊維材料の例が、前述された特許出願に示されて
いる。弾性フィルムは、カバーが空気や蒸気を透過させるべく作られるように、便宜的に
穴を開けられている。弾性フィルムの坪量は、便宜的には１０g／m２と１２０g／m２との
間、好ましくは２０g／m２と６０g／m２との間である。弾性フィルム用の材料及び材料の
組合せの適切な例は、前述された特許出願WO2005/122984号明細書及び／特許文献３に示
されている。
【００２６】
　カバー１０におけるラミネートは、特許文献１に開示される方法の改良版により製作さ
れ得る。前記特許出願WO2005/122984号明細書及び／特許文献３に記述されているように
、変更点は、非弾性不織布層の少なくとも１つが、相当な強度が不織布層の少なくとも１
つになお存在するように、最大負荷の下で引き延ばされていることである。
【００２７】
　他の実施形態では、国際出願PCT/SE2006/000563号明細書及び国際出願PCT/SE2006/0005
64号明細書に記述されるもの等の材料が、カバーを構成する上で用いられ得る。そこに記
載されるような弾性パネルは、非弾性繊維不織布ウェブを含む２層ラミネートと弾性フィ
ルムとを用意することにより形成される。かかるラミネートの適切な材料は、そこに記述
されている。２層ラミネートは、少なくとも一方向に１０～２００％だけ引き延ばすこと
により、少なくともその方向においてラミネートに弾性をもたせるべく活性化される。パ
ンツ成形プロセスにおいて、引き延ばされたラミネートは、他の筐体構成要素ウェブへラ
ミネート加工され得る。
【００２８】
　代替的に、カバー用のラミネートは、また、特許文献１に記述されるものに完全に従っ
て製作されている弾性ラミネートから構成されるものであり得る。この公開特許公報の完
全な内容について、オムツパンツ用の適切な材料の例に関し、また、記述されたオムツパ
ンツの例示的な実施形態に関し、共に参照がなされる。したがって、特許文献１は、それ
らにおける記載が本明細書における記載と矛盾しない限りで、余すところなく本明細書に
組み込まれる。
【００２９】
　本明細書に用いられる用語「カバー」は、パンツを支持する、また、好ましくはユーザ
の胴体を弾性的に取り囲み、それにより全体としてパンツを支持する骨組みを表している
。図１に示される例示的な実施形態では、カバーが、前部２と後部３とから成る。図１に
よるオムツパンツは、カバーに溶着され、吸収ユニット１１の形式をなす股部４を有する
。この吸収ユニット１１は、外側の液密シート１２と、内側の液体透過シート１３を有し
、これらのシート間に構成された吸収体１４とを有する。液体透過シートは、例えば、ス
パンボンド等の不織布から構成され得る。外側の液密シート１２は、例えば、ポリエチレ
ン又はポリプロピレンのフィルム等の薄いプラスチックフィルムから構成され得る。吸収
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体は、例えば、場合によっては超吸収材料と組み合わされて、セルロースの綿毛パルプ(f
luff pulp)又は吸収発泡体(absorbent foam)から構成され得る。液密シート１２、吸収体
１４及び液体透過シート１３の他の適切な材料及び材料の組合せが、特許出願WO2005/122
984号明細書及び特許文献３に記述されている。
【００３０】
　特許文献１に記述されるような衛生パンツ、及び、特許出願公開WO2005/122984号明細
書及び特許文献３並びに国際出願PCT/SE2006/000563号明細書に記述されるような衛生パ
ンツは、衛生パンツにおける使用に適した弾性度を備えた弾性ラミネートを有する。この
ことは、弾性ラミネートにおける弾性フィルムを取り囲む不織布層の少なくとも１つにお
ける繊維又は接合部を部分的に又は完全に破壊することにより達成されたものである。部
分的に又は完全に破壊されているラミネートにおける不織布接合部の重大な欠点は、溶着
シーム７及び８の引張り強度が、溶着シームにより接続される４つの接合された不織布層
を有する従来のオムツパンツと比較すると弱くなっていることである。
【００３１】
　接合された不織布層は、ここで、カバーの製作の間に壊れ開かない又は弱くならないが
、代わりにそれらの引張り強度を保持する不織布を表している。従来のオムツパンツにお
いては、カバーが、二重の不織布、及び、それらの間に存在する弾性糸から成る。それ故
、溶着シームにおいては、４層以上の接合された不織布が存在し、それにより、十分に強
い溶着シームがもたらされる。
【００３２】
　衛生パンツは、着用動作中に、相当な応力を受ける。衛生パンツは引き延ばされ、溶着
シームは、相当な応力にさらされる。特に重大な領域は、脚部開口又はウエストにおける
溶着シームの端部である。
【００３３】
　図１による実施形態において、溶着シーム７及び８は、補強用材料帯１５、１５'及び
１６、１６'で補強されている。その帯は、図２に見られるように、縁部２１、３１及び
２２、３２に沿ってカバーの内側に加えられている。好ましくは、補強用帯１５及び１６
は、溶着部７、８の領域内でなく、溶着部７、８に近接した接着位置２５、２６で、後部
３に接着式に取り付けられ、また、補強用帯１５'、１６'は、溶着部７、８の領域内でな
く、溶着部７、８に近接した接着位置２５'、２６'で、前部２に接着式に取り付けられる
。
【００３４】
　補強用帯は、溶着シームの溶着に際してシームを補強する熱可塑性繊維を含む。不織布
材料が好適である。例えば、溶融ブロー式の材料及びスパンボンド式の材料が、適切な補
強用材料である。しかし、例えば、スパンボンド式-溶融ブロー式-スパンボンド式(ＳＭ
Ｓ)ラミネート等の、他の可撓性のあるまた任意に伸張可能な材料が用いられてもよい。
【００３５】
　代替的な実施形態では、パンツの後部又は前部のいずれかに部品１５、１６又は部品１
５'、１６'のみを有することが十分であり得る。溶着部７、８が、横方向に動き、また、
固定された超音波ホーン及び横方向に動くアンビルを用いるオムツパンツにて形成される
場合には、溶着部が形成される際に固定されたホーンに向かって配置される前部又は後部
のいずれかに取り付けられる少なくとも部品１５、１６又は１５'、１６'を有することが
好ましい。
【００３６】
　補強用帯１５、１６は、例えば、スパンボンドで作られ、また、それらが共に溶着され
る前にカバーの縁部に加えられることが可能である。記述の通り、帯は、好ましくは、帯
が加えられるときに、カバーに接着式に取り付けられる。補強用帯は、好ましくは、カバ
ーの縁部に加えられる際に引き延ばされず、その結果、繊維接合部が弱くならない。縁部
が共に溶着される場合に、補強用帯は、繊維接合部が部分的に又は完全に破壊されている
弾性材料の繊維層とは対照的に、実質的にそれらの張力強度の全てを保持することが可能
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である。
【００３７】
　そのため、溶着部における補強用帯の存在は、カバー層間の接合の補強をもたらし得る
。加えて、溶着部に近接した領域でカバー材料の内側面に補強用帯を接着式に取り付ける
ことにより、補強用帯が、重複する接続をもたらし得る。仮に、弾性カバー部と補強用帯
との間に形成される溶着された接合部が、弾性カバー材料における弱くなった又は壊れた
繊維接合部の結果として衰えれば、弾性カバーに対して補強用帯を取り付ける接着剤が、
シームの完全性を維持し得る。
【００３８】
　このことは、補強用帯間、及び／又は、補強用帯と、長手方向の超音波溶着シームが横
方向に動く衛生パンツの横方向の縁部に形成される際に衛生パンツと共に横方向に動くア
ンビルに向かって配置されるカバー部との間の溶着された接合部が、２つの直接に溶着さ
れた弾性カバーシート間、又は、弾性カバーシートと、長手方向の超音波溶着シームが横
方向に動く衛生パンツの横方向の縁部に形成される際に固定されたホーンに向かって配置
される補強用帯との間の接合部よりも強くなる傾向にあるためである。
【００３９】
　前述したように、溶着シームにおける応力は、脚部開口にて相当である。図３及び４に
示される実施形態では、２つの補強用帯１７、１８が、衛生パンツにわたり、また、カバ
ーの端部の内側端部にわたってのみ、すなわち脚部開口にて、カバーの内側に加えられて
いる。補強用帯１７、１８は、カバーを形成すべく前部及び後部が溶着シームによって共
に溶着される前に、１つが前部に、また、１つが後部にくるように加えられる。好ましく
は、帯１７、１８が、溶着部が形成される領域内でなく、溶着部７、８の領域に少なくと
も近接して加えられる接着剤２７、２８により、後部及び前部３、２に接着式に取り付け
られる。図３及び４では、図１中の例示的な実施形態の同等の詳細物に対応する詳細物が
、同じ参照符号を備えている。
【００４０】
　図５及び６は、脚部開口に直に近接するカバーの縁部のみが帯１９及び２０で補強され
るオムツパンツを示している。この実施形態では、１つの帯のみが、脚部開口にてカバー
の前部２の内側に加えられている。図示されない代替物では、帯１９、２０が、後部３に
加えられてもよい。溶着シーム７、８が、固定された超音波ホーン及び横方向に動くアン
ビルを用いることにより、横方向に動くパンツにおいて形成される場合に、帯１９、２０
が、固定されたホーンに向かって配置されるパンツの前部又は後部のいずれかに接着式に
取り付けられることが好ましい。図５及び６では、図１及び２による実施形態における同
等の詳細物に対応する詳細物が、同じ参照符号を備えている。
【００４１】
　図５による実施形態では、衛生パンツの前部及び後部が、弾性ウエストバンド５０及び
５１を備えている。これらのウエストバンドは、不織布層間に加えられた多くの弾性糸を
備えた２つの不織布層から便宜的に構成されることが可能である。ウエストバンドは、そ
のうちの１つ５３が図５にて示されている横方向の溶着接合部(weld joins)により前部及
び後部に接続される。前部及び後部を共に溶着した場合に、ウエストバンド５０及び５１
は、溶着シーム７及び８によって共に溶着される。ウエストバンドの構成によって、溶着
シーム７及び８は、ウエスト開口に最も近い重大な部分にて補強される。好適な実施形態
では、カバーの前部及び後部に対するウエストバンドの不織布層の取付けは、長手方向に
また溶着部７、８に近接して加えられる接着剤(glue)を用いる。
【００４２】
　図７及び８は、補強用不織布材料３５が後部の幅にわたり加えられるオムツパンツを示
している。補強用材料３５は、好ましくは、実質的に溶着部７、８の長さに関して長手方
向に延びる。弾性パネルにラミネート加工された接合不織布ウェブ等の補強用ウェブは、
カバー層及び補強用材料の両方としての役割を果たし得る。補強用材料は、カバーが、国
際出願PCT/SE2006/000563号明細書及びPCT/SE2006/000564号明細書に記述されるような２
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層弾性ラミネートを用いて構成された場合に好適である。補強用材料は、好ましくは、カ
バーが横方向に延ばされた状態にありつつ、弾性ラミネートカバーの内側面に接着式に取
り付けられる。例えば、ラミネート及び補強用材料が取り付けられるときに、弾性ラミネ
ートパネルが、横方向に約１０％～２００％、好ましくは約２０％～約１２５％、より好
ましくは約５０％～約７０％延ばされてもよい。
【００４３】
　例示的な実施形態では、補強用材料の一部品のみが、カバーの後部３の内側に加えられ
ている。図示されない代替物では、補強用材料の単一部品が、前部２に加えられ得る。パ
ンツの幅にわたり横方向に延びない補強用帯が、パンツの幅にわたり延びる補強用材料と
組み合わせられてもよい。
【００４４】
　溶着シーム７、８が、固定された超音波ホーン及び横方向に動く又は回転するアンビル
を用いることにより、横方向に動くパンツにおいて形成される場合に、補強用材料３５が
、固定されたホーンに向かって配置されるパンツの前部又は後部のいずれかに接着式に取
り付けられることが好ましい。代わりに、補強用材料の部品が、前部及び後部の両方に対
して加えられてもよい。図７及び８では、図１及び２による実施形態における同等の詳細
物に対応する詳細物が、同じ参照符号を備えている。
【００４５】
　前述した例示的な実施形態では、カバーが、前部及び後部並びに図面にて５２により示
されている溶着部によってカバーの残りに溶着されている別個の股部を有する。そのため
、種々の例示的な実施形態では、カバーが、１つの弾性ラミネート部品又は実質的に非弾
性であるいくつかの部品を備えた別個の材料部品で作られてもよい。図１～８によるオム
ツパンツは、加力のもとで実質的に非弾性である股部を備えて示されている。
【００４６】
　代替的には、カバーもまた股部を有することができる。すなわち、その結果、前部、後
部及び股部が、弾性材料の一部品内に含まれる。この場合、吸収ユニットが、カバー内部
で股部に加えられ、例えば溶融した接着剤によって股部に接続されている。
【００４７】
　溶着シームの引張り強度が、国際出願PCT2005/122984号明細書に記述される方法(基準A
STMD８８２)により測定される。不織布帯で補強された領域における図９に示されるよう
な製品から試験片が切り取られる。試験片の幅は、２５.４mmであり、また、その長さは
、可能であれば、引張り試験器インストロン４３０１(Instron４３０１)におけるクラン
プの間の間隔よりも５０mm長いであろう。図１０及び１１は、いかに試験片がクランプに
て固定されるかを示している。
【００４８】
　不織布帯による溶着シームの補強の効果を示すために、表１及び２は、様々な構成にお
ける不織布帯による補強を伴い、また、補強を伴わず、弾性ラミネートの２層を接続する
ための溶着シームの引張り強度の測定に関する試験結果を示している。表１は、弾性ラミ
ネートカバーに接着式に取り付けられない補強用帯を使用する場合に対して、補強用帯な
しに得られた比較結果を提供する。表２は、溶着された領域内でなく、各溶着部に近接し
た位置で、弾性ラミネートカバーに１つの補強用帯を接着式に取り付けることを伴いつつ
、また、それを伴わず、補強用帯を用いて取得され得る結果を示している。表２は、更に
、より重い秤量(basis weight)の補強用帯材料、及び、接着式に取り付けられない帯の、
接着式に取り付けられる帯との組合せの比較を提供する。
【００４９】
　試験片に用いられる弾性ラミネートは、穴を備え３６g／m２の坪量を有するPE-SEBS-PE
の内側の弾性３層フィルムと、それぞれ２２g／m２の坪量を有する２つのスパンボンド式
不織布ポリプロピレンの外側シートとを有する。ラミネートは、特許文献１に記載された
方法の修正版により製作されている。その修正版によれば、スパンボンド式シートが、粘
着性のある状態でフィルムに加えられ、それにより、フィルムに結合し、一方、他のスパ
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ンボンド式シートは、例えば感圧接着剤(接着剤量３g／m２)の使用によりフィルムに対し
て接着式にラミネート加工される。ラミネートは、非弾性スパンボンド式シートが、スパ
ンボンド式層におけるそれらの強度のいくらかを維持するために、最大荷重における伸張
よりも小さい点に引き延ばされるまで、徐々に引き延ばされる。
【００５０】
　前述された層の坪量は、引延し後の仕上げられた材料に関係する。引延し前に、個々の
層についての坪量は、内側フィルム４０g／m２、外側スパンボンド式層２５g／m２及び接
着層３g／m２であった。ラミネート加工及び引延し後に個々の層についての坪量を測定す
ることは難しいので、ラミネート加工及び引延し前に、概算が、層の坪量に基づいて行わ
れた。引延し前のラミネートについての総坪量は、９３g／m２であり、また、引延し後に
、坪量は、約１０％の変形に対応する８５g／m２であった。個々の繊維層及びフィルムの
変形は同一である、すなわち、約１０％であることが見込まれた。
【００５１】
　補強用不織布帯は、表１における２０g／m２及び２０g／m２又は３０g／m２の坪量を備
えたスパンボンドで作られた。表１から分かるように、補強された溶着部の引張り強度は
、２つの弾性ラミネートのみから成る溶着部よりも１０N／２５.４mm２大きかった。表２
から分かるように、この例では、溶着部が横方向に回転するアンビル及び固定されたホー
ンを用いて形成される際に固定されたホーンに向かって配置される部分である後部にて、
補強用帯をラミネートに接着剤で取り付けることは、更なる補強をもたらし得る。
【００５２】
　各表に反映された特定の値は、当然ながら、層の特定の構成及び坪量によるものである
。溶着方法、接着力設定、振幅設定及び溶着パターンもまた強度に影響する。それ故、表
１は、表２と直接には比較されるべきでない。しかし、表１で示される結果は、溶着シー
ムの十分な補強が、補強用不織布帯の助けにより得られることを明白に示している。表２
に示される結果は、溶着シームの更なる補強が、少なくとも１つの補強用帯における接着
式の取付けにより得られることを示している。図１２は、表１の結果に対応する試験に関
する応力-ひずみ線図である。
【００５３】
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【表１】

【００５４】
【表２】

【００５５】
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　実地試験は、溶着シームを横断する方向における溶着シームの引張り強度が、信頼でき
る機能のオムツパンツが取得されることを保証するために、少なくとも５N／２５.４mm、
好ましくは、７N／２５.４mm、又は、より好ましくは、少なくとも９N／２５.４mmである
べきであることを示している。２５以上の衛生パンツのサンプルにわたり、少なくとも１
０N／２５.４mmの最小の側部シーム強度が好適であり、又は、少なくとも１２N／２５.４
mmの最小の側部シーム強度が最も好適である。一方、少なくとも１５N／２５.４mmの平均
引張り強度が好適である。
【００５６】
　使用時の衛生パンツは、それらの取り外しをより簡単にするために、溶着シームにて簡
単に開かれることが可能であるべきである。これに関して信頼できる機能を得るために、
取り外し中の衛生パンツが制御されずにバラバラにならず、代わりにシームにて壊れるよ
うに、横方向におけるカバーの破壊強度が、補強された溶着シームに関する引張り強度を
超えることが望ましい。シームの補強が不織布、層の数、及び、補強用帯の坪量の選択に
より変化し得るという事実は、溶着シームの強度を変化させる新たな可能性を切り開くも
のである。この強度は、また、溶着タイプ及び溶着パターンの選択によって変化し得る。
【００５７】
　図１３～１５は、補強用材料が、弾性ラミネート材料の２層間の溶着部の位置に近接し
た弾性ラミネートカバー材料に接着式に取り付けられる場合の、補強され超音波式に又は
熱的に接合された溶着シームを作る方法を示している。図１３では、弾性ラミネート材料
１０５、１０６が、固定された超音波ホーン１０１の下で、方向１１１にて横方向に動く
。溶着パターン１０４を付帯するアンビル１０２は、方向１１３にて動くローラ１０３の
面に取り付けられる。補強用不織布材料１０７が、接着剤１０８により、固定されたホー
ンに向かって配置された弾性ラミネート１０５の内側面に取り付けられる。接着剤１０８
は、補強用材料１０７の全長に伸び得るが、接着剤１０８は、溶着部が形成されることに
なる位置でなく、その位置に近接して配置されることが好ましい。ホーン１０１と溶着パ
ターン１０４との間のラミネートの圧縮により溶着部が形成された後、溶着された材料は
、図１４に示されるようなシーム１１２を形成すべく、線１１０で切られる。実際的な経
験では、溶着部１１２がアンビル側にてより強くなる傾向にある。この方法の利用によれ
ば、ホーン側の溶着部１１２におけるいかなる弱さも、補強用材料１０７をホーン側の弾
性ラミネート１０５に取り付けるべく接着剤１０８を利用することにより補強される。図
１５は、接着剤１０８'を伴い又は伴わず加えられ得る付加的な不織布補強用材料１０７'
を、アンビル側の弾性ラミネート１０６に含むことにより形成されるシームを示している
。
【００５８】
　本明細書に記述される方法及び衛生パンツは、前述した例示的な実施形態に限定される
ものでない。むしろ、多くの変形が、添付された特許請求の範囲内で可能である。例えば
、補強用帯が、両方のラミネートの外側での、又は、ラミネートの一方の外側における単
一帯の形でのいずれかで、共に溶着されるべき２つの弾性材料の外側に加えられ得る。
【００５９】
　弾性をもたされたカバーは、全前部及び全後部にわたり弾性ラミネートで作られる必要
がなく、代わりに、前部及び／又は後部の一部が、非弾性材料で作られてもよい。パンツ
が簡単に着用したり取り外したりできるように、衛生パンツが十分に弾性を有することが
好ましい。例えば、後部について弾性ラミネートで作られ、衛生パンツの残りについては
非弾性とされることで十分であり得る。
【００６０】
　代替的には、本明細書に記述される衛生パンツが、前部及び後部の側部のみにて弾性ラ
ミネートの形をしたカバーを有し、また、それ以外で、前部、後部及び股部に沿った中央
非弾性部分を有することが可能であり、横方向におけるカバーが、補強された溶着シーム
に関する引張り強度を超える。
【符号の説明】
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【００６１】
　　２　前部
　　３　後部
　　４　股部
　　５、６　脚部開口
　　７、８　溶着シーム
　　９　ウエスト開口
　　１０　弾性カバー
　　１１　吸収ユニット
　　１５、１６、１７、１８、１９、２０、３５　補強用材料
　　２１、２２　前部の外側の長手方向縁部
　　２５、２６、２７、２８、２９、３０、３７　接着剤
　　３１、３２　後部の外側の長手方向縁部
　　３３　後部の外側の横方向縁部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】 【図１０】



(18) JP 2009-538165 A 2009.11.5

【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】

【手続補正書】
【提出日】平成20年3月19日(2008.3.19)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手方向及び横方向を備えた使い捨て衛生パンツであって、
　前記長手方向において、前部(２)、２つの脚部切欠きを備えた中間の股部(４)及び後部
(３)を有し、前記前部の外側の長手方向縁部(２１、２２)が長手方向の溶着シーム(７、
８)により前記後部(３)の外側の長手方向縁部(３１、３２)に接続されており、それによ
り、前記前部及び前記後部の外側の横方向縁部(２２、３３)により画定されるウエスト開
口(９)が形成されると共に、前記溶着シームの内側端部により前記横方向にて外方に画定
される２つの脚部開口(５、６)が形成され、前記衛生パンツは、外側の弾性カバー(１０)
と、前記股部(４)の少なくとも一部にわたり前記長手方向に延びる吸収ユニット(１１)と
を有し、前記衛生パンツは、前記溶着シーム(７、８)が、熱可塑性繊維を含む１つ又は複
数の補強用材料(１５、１６、１７、１８、１９、２０、３５)の部品により、それぞれ補
強され、前記補強用材料が、前記補強用材料が前記溶着シーム(７、８)内に延びるように
、接着剤(２５、２６、２７、２８、２９、３０、３７)により、前記溶着シーム(７、８)
に近接する前記衛生パンツの前記前部(２１、２２)及び／又は前記後部(３１、３２)の内
側面に取り付けられていること、前記溶着シームを横断する方向及び前記横方向における
前記溶着シームの引張り強度が、少なくとも前記補強用材料(１５、１６、１７、１８、
１９、２０、３５)で補強された部分で５N／２５.４mmを超えること、並びに、前記横方
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向における前記カバーの破壊強度が、前記補強された溶着シームに関する引張り強度を超
えることを特徴とする衛生パンツ。
【請求項２】
　前記カバーが、不織布材料に加えられる弾性フィルムを含む弾性ラミネートを有する請
求項１に記載の衛生パンツ。
【請求項３】
　前記カバーが、２つの不織布層間に加えられる弾性フィルムを含む弾性ラミネートを有
する、請求項１に記載の衛生パンツ。
【請求項４】
　前記補強用材料が、前記溶着シームの領域内に延びず、該領域に近接して加えられる接
着剤により取り付けられる、請求項１、２又は３に記載の衛生パンツ。
【請求項５】
　前記補強用材料が不織布帯である請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生
パンツ。
【請求項６】
　前記補強用材料(１５、１６、１８、３５)が、少なくとも前記カバーの後部の長手方向
縁部に接着式に取り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項
に記載の衛生パンツ。
【請求項７】
　前記補強用材料(１５、１６、３５)が、前記長手方向縁部の全長手方向長さにわたり延
びることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項８】
　各溶着シーム(７、８)が、単一部品の補強用材料(１５、１６、１７、１８、１９、２
０、３５)により補強されることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に
記載の衛生パンツ。
【請求項９】
　前記補強用材料が、前記前部又は後部のいずれか一方の前記長手方向縁部の各々におい
て前記溶着シームに近接して前記カバーに接着式に取り付けられること、及び、補強用材
料が、前記前部又は後部の他方の各長手方向縁部に接着剤を伴い又は伴わず加えられ、そ
の結果として、前記溶着シームが、少なくとも補強された領域において、前記補強用不織
布帯の２層を有することを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛
生パンツ。
【請求項１０】
　前記補強用材料が、前記衛生パンツにわたり横方向に延びる単一部品の補強用材料であ
ることを特徴とする請求項１ないし請求項４のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項１１】
　前記衛生パンツの前記長手方向において、前記単一部品の補強用材料が、２つの縁部の
前記内側端部にわたってのみ延びることを特徴とする請求項１０に記載の衛生パンツ。
【請求項１２】
　前記衛生パンツの前記長手方向において、前記単一部品の補強用材料が、２つの縁部の
実質的に全てにわたり延びることを特徴とする請求項１０に記載の衛生パンツ。　
【請求項１３】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１０
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１２のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１４】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１２
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１３のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１５】
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　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、１５
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１４のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１６】
　前記補強された部分における前記溶着シーム(７、８)にわたる前記引張り強度が、２０
N／２５.４mmを超えることを特徴とする請求項１ないし請求項１５のいずれか一項に記載
の衛生パンツ。
【請求項１７】
　前記溶着シームが作られた場合に、前記前部又は前記後部のいずれか一方が超音波ホー
ンに向かって配置されると共に、前記前部又は前記後部の他方がアンビルに向かって配置
され、また、補強用材料の部品が、前記超音波ホーンにより接触される部分の内側面に取
り付けられることを特徴とする請求項１ないし請求項１６のいずれか一項に記載の衛生パ
ンツ。
【請求項１８】
　補強用材料の部品が、前記超音波ホーンにより接触される部分の内側面のみに取り付け
られる、請求項１７に記載の衛生パンツ。
【請求項１９】
　前記溶着シームが作られているときに、前記超音波ホーンが前記パンツの前記横方向に
関して固定され、前記アンビル及び前記パンツが前記パンツの前記横方向に動いている、
請求項１７又は１８に記載の衛生パンツ。
【請求項２０】
　前記前部又は前記後部のいずれか一方と前記補強用材料との間の前記溶着シームにおけ
る接合の強度が、前記前部又は前記後部の他方との間よりも弱く、また、前記補強用材料
が、より弱い側にある前部又は後部のいずれかの前記内側面に接着式に取り付けられるこ
とを特徴とする請求項１から１６のいずれか一項に記載の衛生パンツ。
【請求項２１】
　第１の材料と第２の材料との間に溶着シームを形成する方法であって、前記補強用材料
の一部が、前記第１の材料と第２の材料間の前記溶着シームの位置内に延びるように、前
記第１及び第２の材料の少なくとも一方に、熱可塑性繊維を含む補強用材料を接着式に接
着するステップであって、前記補強用材料が、前記溶着シームの領域内に延びることなく
、前記溶着シームの位置に近接して配置される接着剤を用いて、前記第１又は第２の材料
に接着される、ステップと、前記第１の材料、前記補強用材料及び前記第２の材料を接続
する超音波溶着シームを形成するステップとを有する方法。
【請求項２２】
　前記第１及び第２の材料が弾性ラミネートを含む請求項２１に記載の方法。
【請求項２３】
　前記弾性ラミネートが不織布材料の２層間の弾性フィルムの層を有する請求項２２に記
載の方法。
【請求項２４】
　前記溶着シームが、固定された超音波ホーン及び横方向に動く又は回転するアンビルを
用いることにより、溶着部が形成される際に前記第１の材料がホーンに向かって配置され
ると共に前記第２の材料がアンビルに向かって配置されるように、前記横方向に動いてい
る材料間で長手方向に沿って形成され、補強用材料が、少なくとも前記第１の材料に接着
式に取り付けられることを特徴とする、請求項２１ないし請求項２３に記載の方法。
【請求項２５】
　第１の弾性をもたされた材料と第２の弾性をもたされた材料との間に溶着シームを形成
する方法であって、熱可塑性繊維を含む補強用材料を、前記第１及び第２の弾性をもたさ
れた材料の少なくとも一方に接着式に接着するステップであって、前記補強用材料の一部
が、前記第１と第２の材料間の前記溶着シームの位置へ延びる、ステップと、前記第１の
材料、前記補強用材料及び前記第２の材料を接続する超音波溶着シームを形成するステッ
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プとを有する方法。
【請求項２６】
　溶着部の位置に近接して前記第１及び第２の弾性をもたされた材料の少なくとも一方に
熱可塑性繊維を含む補強用材料を接着式に接着するステップが、前記溶着シームの領域内
でなく、該溶着シームの領域に近接して接着剤を加えるステップを有することを特徴とす
る請求項２５に記載の方法。
【請求項２７】
　前記補強用材料が不織布材料であることを特徴とする請求項２６に記載の方法。
【請求項２８】
　前記溶着シームが、固定された超音波ホーン及び横方向に動く又は回転するアンビルを
用いることにより、前記溶着部が形成される際に前記第１の弾性をもたされた材料が前記
ホーンに向かって配置されると共に前記第２の弾性をもたされた材料が前記アンビルに向
かって配置されるように、前記横方向に動いている弾性をもたされた材料間で長手方向に
沿って形成され、補強用材料が、少なくとも前記第１の弾性をもたされた材料に接着式に
取り付けられることを特徴とする、請求項２５ないし請求項２７のいずれか一項に記載の
方法。
【請求項２９】
　前記第１又は第２の材料のいずれか一方と前記補強用材料との間の前記溶着シームにお
ける接合の強度が、前記第１又は第２の材料の他方との間よりも弱く、また、前記補強用
材料が、より弱い側にある前記第１又は第２の材料のいずれかの内側面に接着式に取り付
けられる請求項２５ないし請求項２７のいずれか一項に記載の方法。
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